
障害者の相談支援体制と虐待防止の取組について

厚生労働省障害保健福祉部
地域生活支援推進室

平成２７年１０月
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資料１



１ 計画相談支援等について
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障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの
間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要

（その他）（１）「その有する能力及び適性に応じ」の削除、（２）成年後見制度利用支援事業の必須事業化、
（３）児童デイサービスに係る利用年齢の特例、（４）事業者の業務管理体制の整備、
（５）精神科救急医療体制の整備等、（６）難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討

－ 利用者負担について、応能負担を原則に
－ 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減

－ 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化

－ 相談支援体制の強化

－ 支給決定プロセスの見直し（サービス等利用計画案を勘案）、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大

－ 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実
（障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行）

－ 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
－ 在園期間の延長措置の見直し

－ グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設
－ 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設（同行援護。個別給付化）

② 利用者負担の見直し

③ 障害者の範囲の見直し

④ 相談支援の充実

⑤ 障害児支援の強化

⑥ 地域における自立した生活のための支援の充実

① 趣旨
－ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の

地域生活支援のための法改正であることを明記

公布日施行

平成24年４月１日までの政令で定める日（平成24年４月１日）から施行

平成24年４月１日施行

平成24年４月１日施行

公布日施行

(1)(3)(6)：公布日施行
(2)(4)(5)：平成24年4月
1日までの政令で定める日
（平成24年4月1日）から
施行

平成24年４月１日までの政令で定める日
（平成23年10月１日）から施行

市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、
地域移行支援・地域定着支援の個別給付化

１８歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。
その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。

（平成22年12月３日成立、同12月10日公布）
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○計画相談支援（個別給付）
・サービス利用支援
・継続サービス利用支援

○基本相談支援（障害者・障害児等からの相談）

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）
※事業者指定は市町村長が行う。

「障害者」の相談支援体系
平成24年3月末まで

○障害者・障害児等からの相談（交付税）

市町村／指定相談支援事業者に委託可

○障害者・障害児等からの相談（交付税）

・支給決定の参考

・対象を拡大

○居住サポート事業（補助金）
（市町村／指定相談支援事業者等に委託可）

○地域相談支援（個別給付）
・地域移行支援（地域生活の準備のための外出への同

行支援・入居支援等）

・地域定着支援（２４時間の相談支援体制等）

○基本相談支援（障害者・障害児等からの相談）

指定一般相談支援事業者
（地域移行・定着担当）

※事業者指定は都道府県知事・指定都市市長・中核市市長が行う。○精神障害者地域移行・地域定着支援事業（補助金）
（都道府県／指定相談支援事業者、精神科病院等に

委託可）

市町村／指定特定（計画作成担当）・一般相談
支援事業者（地域移行・定着担当）に委託可

○指定相談支援（個別給付）
・サービス利用計画の作成
・モニタリング

○障害者・障害児等からの相談

指定相談支援事業者
※事業者指定は都道府県知事が行う。

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

地
域
移
行
支
援
・
地
域
定
着
支
援

市
町
村
に
よ
る
相
談
支
援
事
業

※ 市町村が現行制度において担っている地域生活支援事業の相談支援事業（交付税措置）に係る役割は、これまでと変更がないことに留意。

平成24年4月以降
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○通所サービスの利用に係る相談等（児童相談所） ○障害児相談支援（個別給付）
・障害児支援利用援助
・継続障害児支援利用援助

障害児相談支援事業者（児）
※事業者指定は市町村長が行う。

創 設

※ 障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的
な判断を行うため、障害児支援利用計画の作成対象外。

「障害児」の相談支援体系

通
所
サ
ー
ビ
ス

○計画相談支援（個別給付）
・サービス利用支援
・継続サービス利用支援

○基本相談支援（障害者・障害児等からの相談）

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）
※事業者指定は市町村長が行う。

○障害者・障害児等からの相談（交付税）

市町村／指定相談支援事業者に委託可

○障害者・障害児等からの相談（交付税）

・支給決定の参考

・対象を拡大

○指定相談支援（個別給付）
・サービス利用計画の作成
・モニタリング

○障害者・障害児等からの相談

指定相談支援事業者
※事業者指定は都道府県知事が行う。

市
町
村
に
よ
る
相
談
支
援
事
業

居
宅
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等

（児）とある
のは児童福
祉法に基づく
もの

市町村／指定特定（計画作成担当）・一般相談
支援事業者（地域移行・定着担当）に委託可

平成24年3月末まで 平成24年4月以降

5



(支給要否決定等)

第22条
４ 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、
厚生労働省令で定めるところにより、第20条第１項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第51
条の17第１項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める
ものとする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

(支給要否決定等)
(法第22条第４項に規定する厚生労働省令で定める場合)

第12条の２ 法第22条第４項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第20条
第１項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第８条第23項に規定する居宅介護支援又
は同法第８条の２第18項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする
。

附則
(サービス等利用計画案の提出に関する経過措置)

第５条 平成27年３月31日までの間は、第12条の２及び第34条の36の規定の適用については、これらの規定中
「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であって市町村が必要と認めるとき」とする。

※児童福祉法児に基づく障害児通所給付を受ける場合も同様の規定がある。

６ 市町村は、(前２項の)サービス等利用計画案の提出があった場合には、第１項の厚生労働省令で定める事項(障害程度区分、
障害の種類・程度、置かれている環境等)及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給要否決定を行うものとする。
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いわゆる「セルフプラン」について

(支給要否決定等)

第22条
５ 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、厚生
労働省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて厚生労働省令で定めるサービス
等利用計画案を提出することができる。

(法第22条第５項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案)
第12条の５ 法第22条第５項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相
談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

第12条の４ 身近な地域に指定特定相談支援事業所がない場合又は障害者等が指定
特定相談事業所以外の者が作成するサービス等利用計画案を希望する場合
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障害者自立支援法施行後３年の見直しについての論点 (平成20年社会保障審議会障害者部会資料より一部編集)

障害者の自立した生活を支えていくためには････
○ 契約制度の下で障害福祉サービスを組み合わせて利用することを継続的に支援していくこと。
○ 個々の障害者の支援を通じて明らかになった地域の課題への対応について、地域全体で連携して検討し、支援体制を整えていくこと。

① 地域における相談体制
→ 総合的な相談支援を行う拠点的な機関の設置(基幹相談支援センター)

研修事業の充実

② ケアマネジメントの在り方
・ 定期的にケアマネジメントを行い、本人及び本人を取り巻く状況の変化に応じて、継続して課題の解決や適切なサービス利用を支援していく
必要がある。

・ 専門的な者からのアドバイスを活用してサービスを幅広く組み合わせて利用することは、障害者にとって選択肢の拡大につながる。
・ 施設入所者についても日中活動を適切に組み合わせていくことが重要。

→ サービス利用計画作成費の対象を拡大することが必要 (従来の計画作成が普及しなかった反省を踏まえて)
○ 従来の市町村が支給決定した後に計画を作成するのではなく、支給決定に先立ち計画を作成することが適切なサービスの提供につなが

る。
○ サービスの利用が、利用者のニーズや課題の解消に適合しているか確認するため、一定期間ごとにモニタリングを実施。

○ 可能な限り中立的な者が、専門的な視点で一貫して行うことや、ノウハウの蓄積、専門的・専属的に対応できる人材の確保により質の向
上を図る。

③ 自立支援協議会の活性化
・ 設置状況が低調
→ 法律上の位置づけの明確化

・ 運営の取り組み状況について市町村ごとに差が大きい
→ 好事例の周知、国・都道府県における設置・運営の支援 8



計画相談支援のしくみ

○ 障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たっては、相談支援事業者が作成する「サービス等利

用計画」が必要。（※児童福祉法に基づく障害児支援については、「障害児支援利用計画」）

※ 平成22年12月成立の「つなぎ法」による関係法令改正の施行（平成24年4月）により、平成27年3月までは経過措置として、市町村が必

要と認めた場合に計画を作成することとされていたが、平成27年4月より、全例について計画が必要となった。

※ 各事業所で計画を作成する相談支援専門員には、高い能力が求められるため、一定の実務経験に加えて都道府県が主催する研修の修了

を義務づけている。

（利用プロセスのイメージ）

相談支援事業者

都道府県
相談支援専門員

養成研修

＊ ２６年度までは、②は市区町
村が必要と認めた場合のみであ
るが、２７年度からは全例につい
て求めることとなった。

利用者（保護者） 市町村
（計画案の受領後、支給決定）

① 支給申請

② ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の求め

サ
ー
ビ
ス
利
用
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市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定を受けた特定相談支援事業者が作成
するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。

＊ 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案（セルフプラン）を提出可。
＊ サービス等利用計画作成対象者を拡大する。

支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）に
ついて、計画相談支援給付費を支給する。

障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サー
ビスの利用に係る障害児支援利用計画（障害者のサービス等利用計画に相当）を作成する。

＊ 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス等
利用計画を作成。（障害児に係る計画は、同一事業者が一体的（通所・居宅）に作成）

支給決定プロセスについて

受
付
・申
請

障
害
支
援
区
分
の
認
定

計
画
案
の
作
成

サ
ー
ビ
ス
等
利
用

支
給
決
定

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
時
の

支給決定時から
ケアマネジメン
トを実施

サ
ー
ビ
ス
利
用

一定期間ごとの

モニタリング

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
後
の

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

サービス等利用計画については、平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際し、
全ての利用者を対象とする。

10



サービス等利用計画と個別支援計画の関係

指定特定相談支援事業者
（計画作成担当）

サービス事業者

・障害者の心身の状況
・その置かれている環境
・日常生活の状況
・現に受けているサービス
・サービス利用の意向
・支援する上で解決すべ

き課題
・その他

・生活に対する意向
・総合的な援助の方針
・解決すべき課題
・サービスの目的（長期・短期）
・その達成時期
・サービスの種類・内容・量
・サービス提供の留意事項

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

サービス等利用計画を受けて、
自らの障害福祉サービス事業所
の中での取組について具体的に
掘り下げて計画を作成するよう
努める。

個
別
支
援
計
画

・置かれている環境
・日常生活の状況
・利用者の希望する生活
・課題
・その他

ア
セ
ス
メ
ン
ト

ア
セ
ス
メ
ン
ト

障害福祉サービスに加え、保健
医療サービス、その他の福祉サー
ビスや地域住民の自発的活動な
ども計画に位置づけるよう努める。

複数サービスに共通
の支援目標、複数サー
ビスの役割分担、利用
者の環境調整等、総合
的な支援計画を作る。サービス事業者

○ サービス等利用計画については、相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切な
サービスの組み合わせ等について検討し、作成。

○ 個別支援計画については、サービス管理責任者が、サービス等利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、当
該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成。
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ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
等

個
別
支
援
計
画

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

相
談
支
援
事
業
者

支
給
決
定
（市
町
村
）サ

ー
ビ
ス
事
業
者

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等

支
援
会
議

継
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
等

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

個
別
支
援
計
画
の
実
施

（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

個
別
支
援
計
画
の
変
更

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

個
別
支
援
計
画
の
原
案

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等
の
変
更

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

※点線枠部分は、必要に
より実施

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）及び障害児相談支援事業者と
障害福祉サービス事業者の関係

資
源
ア
セ
ス
メ
ン
ト

二
次
ア
セ
ス
メ
ン
ト 利

用
契
約
（利
用
開
始
）

必要に応じて、医療の必
要性や職業能力の程度な
どについて、外部の専門
機関等に状況照会。
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・ 一定の目安として、国において対象者ごとの標準期間を示す。

・ 対象者の状況に応じて柔軟に設定すべきものであることから、市町村が対象者の状況等を勘案して個別に定める仕組みとする。

市町村が、特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者（計画作成担当）の提案を踏まえて、心身の状況、その置かれている環境等
及び以下の標準期間を勘案して市町村が必要と認める期間とする。

標準期間

① 新規又は変更によりサービスの種類、内容、量に著しく変更があった者 → 利用開始から３ヶ月間、毎月

② 在宅の障害福祉サービス利用者（障害児通所支援を含む）又は地域定着支援利用者 ※①を除く

ア 以下の者（従前の制度の対象者） → 毎月

・ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

・ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難で
ある者

・ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害
又は精神障害により行動上著しい困難を有する者（重度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者に限る。）

イ ア以外の者 → ６ヶ月ごとに１回

③ 障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支援※①及び④を除く → １年ごとに１回

④ 地域移行支援、地域定着支援 →  ６ヶ月ごとに１回

１ 基本的な考え方

２ モニタリング期間の設定（省令事項）

継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助のモニタリング期間
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モニタリングの標準期間のイメージ

障害福祉サー
ビスの利用者

地域相談支援
の利用者

障害児通所
支援の利用者

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

支

給

決

定
（
新
規
等
）

1月目

入所サービスの利用者
（障害児を除く）

12月目

支給決定の有効期間の終期月に、
モニタリングを実施。

その結果、支給決定の更新等が
必要な場合は、サービス等利用計
画案の作成等を併せて実施。

この場合、計画作成費のみ支給
する。

支給決定の有効期間が
1年の場合

在宅サービスの利用者

5月1日に新規に利用開始する場合の例

2月目 3月目

4月目 5月目 7月目6月目 8月目 9月目 10月目 11月目 12月目

１年に１回実施

6月目 12月目

11月1日

※ 当該期間は、「標準」であり、対象者の状況に応じ「２、３ヶ月」とすることや、在宅サービスの利
用者を「１年に１回」とすること、入所サービスの利用者を「１年に１回以上」とすることなどが想定
されることに留意。

６月に１回
実施

６月目

毎月実施

支給決定の有効期間が
６か月の場合
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１．対象者
→ 障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく

支援するため、対象者を大幅に拡大。
具体的な対象者については、以下のとおり。

→ 対象拡大に当たっては相談支援の提供体制の整備が必要であるため、平成２４年度から段階的に拡大し、平成２６年度までに原則としてす

べての対象者について実施。
また、新規利用者、従前のサービス利用計画作成費の支給対象者（※）、施設入所者を優先して拡大することとし、年次計画や個別の対象

者の選定については、市町村が上記の優先対象を勘案して判断。
なお、施設入所支援と就労継続支援Ｂ型又は生活介護の利用の組み合わせは、ケアマネジメント等の手続きを前提に認めることとしている

ため、当該組み合わせに係る平成２４年４月以降の新規利用者はサービス等利用計画作成が必須となることに留意。

※  ① 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

② 単身世帯の者等、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
③ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの

並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者（ただし、重度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者に限る。）

計画相談支援・障害児相談支援

２．サービス内容

○ 支給決定時（サービス利用支援・障害児支援利用援助）

・ 支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画・障害児支援利用計画（以下、「計画」という。）案を作成。

・ 支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、計画の作成。

○ 支給決定後（継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助）

・ 厚生労働省令で定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行う（モニタリング）。

・ サービス事業者等との連絡調整、支給決定又は支給決定の変更に係る申請の勧奨。

（障害者自立支援法の計画相談支援の対象者）

・ 障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児

・ 地域相談支援を申請した障害者

※ 介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練（生活訓練）、
就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認めるとき求めるものとする。

（児童福祉法の障害児相談支援の対象者）

障害児通所支援を申請した障害児

法

法
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３．事業の実施者（市町村が指定する特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者（計画作成担当））

（指定手続）

→ 「総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者」が、事業所の所在地を管轄する市町村長に申請
し、当該市町村長が指定。（事業所の所在地以外の市町村の障害者（児）への計画相談支援、障害児相談支援も実施可。）

→ 「総合的に相談支援を行う者」の基準については、以下を満たす事業者とする。

① 三障害対応可（事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合でも、他の事業所との連携により対応可能な場合や、身近な
地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないときを含む。）

② 医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること
③ 計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること

（人員基準）

→ 管理者及び相談支援専門員（従前の指定相談支援事業者と同じ）とする。

※ 事業所ごとに、専従の者を配置しなければならない。（地域相談支援は業務に支障がないものとして兼務可）
ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

（運営基準）
○ 計画作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成。

○ 計画作成手続
① 支給決定前に、利用者の居宅等への訪問面接によるアセスメントを行い、計画案（モニタリング期間の提案を含む）を作成。
② 利用者等の同意を得て、計画案を利用者に交付。
③ 支給決定後、事業者と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、計画案の内容の説明及び意見を求める。
④ ③により意見を求めた計画案について、利用者等に説明し、文書により同意を得て、計画を利用者に交付。

○ 掲示等
重要事項（運営規定の概要、業務の実施状況、従事する者の資格、経験年数、勤務体制等）の掲示義務の他、公表の努力規定。

※ その他、従前の指定相談支援に係る指定基準と同様に、秘密保持、苦情解決、記録の整備等必要な事項について規定。

（その他）
→ 障害児については、指定特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の両方の指定を受けることが基本。

→ 市町村直営の場合には、支給決定を行う組織とは独立した体制が確保されている場合に限り、指定。
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４．報酬

○ 計画相談支援・障害児相談支援は、従前のサービス利用計画作成費の基本報酬を踏まえて基本報酬を設定しつつ、従前の特定事業所 加
算分を組み入れて報酬単位を引上げ。

・ サービス利用支援・障害児支援利用援助（計画作成） １，６１１単位／月
・ 継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助（モニタリング） １，３１０単位／月
・ 特別地域加算 +１５／１００
・ 利用者負担上限額管理加算 １５０単位
・ 特定事業所加算 ３００単位

※ 介護保険のケアプランが作成されている利用者にサービス等利用計画の作成を求める場合であって、同一の者が作成を担当する場合には、報酬上の
調整を行う。

※ 障害児が障害福祉サービスと障害児通所支援の両方を利用する場合には、計画相談支援及び障害児相談支援の対象となる。
この場合の報酬については、障害児相談支援給付費のみ支給。
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研 修 の 修了

５年ごとに

「相談支援従事

者現任研修」

を修了

（１８時間）

相談支援専門員
として配置

実 務 経 験

障害者の保健・医療・福
祉・就労・教育の分野にお
ける直接支援・相談支援な
どの業務における実務経
験（３～１０年）

初年度に

「相談支援従事

者初任者研修」

を修了

（３１．５時間）

指定相談支援事業所と相談支援専門員

○ 指定相談支援事業所ごとに管理者及び相談支援専門員等を配置。

○ 指定相談支援事業所に配置された相談支援専門員等が、
・ 利用者の意向を踏まえたサービス等利用計画の作成
・ 地域移行・地域定着に向けた支援
・ 市町村の委託による障害者（児）の各種の相談支援を実施。

（参考）平成２６年４月１日現在
・ 相談支援専門員数 １１，８００人

【相談支援専門員の要件】
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業 務 内 容 実務経験年数

施設等において相談支援業務に従事する者※１

医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
（１）社会福祉主事任用資格を有する者
（２）訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者
（３）国家資格等※２を有する者
（４）施設等における相談支援業務に従事した期間が１年以上である者

就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

施設及び医療機関等において介護業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

上記②の介護等業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
（１）社会福祉主事任用資格を有する者
（２）訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者
（３）保育士
（４）児童指導員任用資格者

５年以上

上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※２による業務に５年以上従事して
いる者

３年以上

（ 参 考 ） 相 談 支 援 専 門 員 の 実 務 経 験

相 談 支 援 専 門 員
業務の範囲

※２国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、
歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）、精神保健福祉士のことを言う。

 
障
害
者
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務

１０年以上

５年以上

①
相
談
支
援
業
務

②
介
護
等
業
務

※１平成１８年１０月１日において現に障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センターの従業者の場合は、
平成１８年９月３０日までの間の期間が通算して３年以上

③
有
資
格
者
等
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指定特定・指定障害児相談支援事業所等について

66% 64% 63% 68% 59% 45% 38%
1,801 1,851 1,778 1,964 1,691 2,032 2,252 

934 1,062 1,065 943 1,160 

2,529 

3,690 

2,735 2,913 2,843 2,907 2,851 

4,561 

5,942 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Ｈ20年4月１日 Ｈ21年4月１日 Ｈ22年4月1日 Ｈ23年4月1日 Ｈ24年4月1日 Ｈ25年4月1日 Ｈ26年4月1日

指定特定・指定障害児相談支援事業所数（経年比較）

市町村から障害者相

談支援事業の委託を

受けていない事業所

市町村から障害者相

談支援事業の委託を

受けている事業所

※Ｈ23年度以前のデータは、指定相談支援事業所数
※Ｈ23年4月1日の指定相談支援事業所数は、被災３県を除くデータ。

指定特定・指定障害児
相談支援事業所のうち

①199
3%

②3,620
61%

③323
5%

④126
2%

⑤13
1%

➅610
10%

⑦987
17%

⑧64
1%

指定特定・指定障害児相談支援事業所の運営主体

①地方公共団体

②社会福祉法人

③医療法人

④社団・財団法人

⑤協同組合

⑥営利法人

⑦特定非営利法人

⑧その他

指定特定・指定障害児

相談支援事業所数：5,942

①134
2% ②431

7%

③3,604
61%

④897
15%

⑤876
15%

指定特定・指定障害児相談支援事業所の窓口の設置場所

①市町村役所

②公共施設

③障害福祉サービス事業所内

④障害者支援施設

⑤その他

指定特定・指定障害児

相談支援事業所数：5,942
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指定特定・指定障害児相談支援事業所等について

①4,200

②171

③2,934

④450

⑤3,148

➅1,953

⑦156

⑧3,560

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

専
門
的
職
員
の
人
数

指定特定・指定障害児相談支援事業所に配置されている専門的職員の人数

①社会福祉士

②保健師

③精神保健福祉士

④看護師・准看護師

⑤介護福祉士

⑥介護支援専門員

⑦臨床心理士

⑧その他の専門的職員

このうち、相談支援専門員の人数： 11,800
相談支援専門員以外の人数： 4,006

相談支援の業務に従事する者の人数 ：15,806

※１人の者が複数の資格を有する場合は、複数に人数を計上
※指定特定・指定障害児相談支援事業所の指定以外に、指定一般相談支援事業所の指定も併せて

受けている場合、指定一般相談支援事業所の相談支援の業務に従事する者の人数も含めて計上している。

①373
56%

②98
15%

③194
29%

指定特定・指定障害児相談支援事業所に

配置されているピアカウンセラーの人数

①身体障害

②知的障害

③精神障害

ピアカウンセラーの人数：665

2,523 

4,431 4,908 5,465 5,601 5,676

8,915

11,800

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H19年4月１日 Ｈ20年4月１日 Ｈ21年4月１日 Ｈ22年4月1日 Ｈ23年4月1日 Ｈ24年4月1日 Ｈ25年4月1日 Ｈ26年4月1日

相
談
支
援
専
門
員
数

指定特定・指定障害児相談支援事業所に配置されている

相談支援専門員の人数（経年比）

※Ｈ23年度以前のデータは、指定相談支援事業所に配置されている相談支援専門員の人数。
※Ｈ23年4月1日の相談支援専門員の人数は、被災３県を除くデータ。
※指定特定・指定障害児相談支援事業所の指定以外に、指定一般相談支援事業所の指定も

併せて受けている場合、指定一般相談支援事業所の相談支援の業務に従事する相談支援
専門員の人数も含めて計上している。
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23

（都道府県）市町村の計画相談の達成状況（H27.6末）
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ全国市町村1,741ヶ所中

達成率 ヶ所数 割合

90%以上 1,097ヶ所 63.0%

80%以上90%未満 230ヶ所 13.2%

70%以上80%未満 187ヶ所 10.7%

60%以上70%未満 97ヶ所 5.6%

50%以上60%未満 46ヶ所 2.6%

40%以上50%未満 37ヶ所 2.1%

30%以上40%未満 22ヶ所 1.3%

20%以上30%未満 15ヶ所 0.9%

20%未満 6ヶ所 0.3%

該当なし 4ヶ所

８６．９％

４．６％

セルフプランの全国平均値１４．２％（３０％台が３府県。３０％以上が１１２市町村。一方で、１％以
下が１２県、１，０２９市町村。）



計画の作成が進まない理由（現場からの声）

（１）利用者の観点
・ なぜ計画作成が必要なのか分からない。（特に既利用者）

（２）市町村・相談支援事業者の観点
・ ノウハウが無いので、計画作成までに時間がかかってしまう。（市町村・事業者の両

方）
・ 地域に事業者がいないので（事業者はあるものの、既に他の利用者の計画の作成で

手一杯なので）計画作成を頼むところがない。（市町村）
・ 市町村が利用者数の見込みを立てないので、事業所の立上げや相談支援専門員の

採用の予定が立てられない。また、採用したくても都道府県研修を修了した者が見つか
らない。（事業者）

・ 計画作成に係る報酬が、事業所の立ち上げ・運営に十分な水準ではない。（事業者
（市町村））

（３）都道府県の観点
・ 支給決定を行う立場の市町村が動いてくれない。都道府県では、やれることに限界が

ある。
24



＜市区町村の役割＞ 支給決定を行う立場、体制整備に関して一義的な責任

・ 障害福祉計画の策定に当たってサービス利用者数等について見込み（＊従来からの業務）→それに応じて

サービス等利用計画の作成やモニタリング等の件数を見込む（障害児通所支援の利用者数についても合わせ

て考慮）

・ 管内又は近隣の事業所に対して特定相談支援事業所等の開設の働きかけ

・ 事業所側として将来的な業務計画等を立てることができる環境づくり（例：半年後・１年後にどの程度の件数

が見込まれるのか等の情報を事業所側に提供）

・ 基幹相談支援センターの設置等を通じて、研修の実施による人材育成や特定相談支援事業所等からの困

難事例等に関する相談、当該事例等について地域の関係機関へのフィードバック等の体制を作ることが望ま

れる

・ 協議会を活用し、障害福祉サービス事業者とのサービス等利用計画の作成の必要性の共有、計画的な

サービス等利用計画等の対象者の選定等の取組

＜都道府県の役割＞ 管内市区町村の支援、特に相談支援専門員の養成確保

・ 管内市区町村における計画相談支援等の進捗の見込みを集約→当該都道府県内における相談支援専門

員の必要数の見極め→その確保のために十分な規模の養成研修の実施

・ 計画相談支援等の進捗率を定期的に把握して市区町村に還元、進捗率の低い市区町村の課題の把握や

適切な支援

計画相談支援等を進める上での市区町村・都道府県・国の役割分担

＊ 「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進めるに当たっての基本的考え方等について」（平成26年２月27日付地域生活支援推進室事務連絡）より抜粋
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保護者の障害受容ができないこと等により、以下のいずれかを満たす場合は、特にアセスメントに係る業務負担とし
て、評価する。

① 新規に障害児支援利用計画を作成する場合
② 前六月間において、障害児通所支援・障害福祉サービスを利用していない場合

事業所の質の担保や相談支援専門員のスキルの向上の観点から、以下の要件すべてに満たしている場合に算定
① 常勤・専従の相談支援専門員を三名以上配置。そのうち、相談支援従事者現任研修を修了した相

談支援専門員を一名以上配置
② 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を

定期的に開催
③ 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保
④ 新たに採用する全ての相談支援専門員に対し、現任研修を受けた相談支援専門員の同行による

研修を実施
⑤ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業所又は協議会から支援が困難な事例を紹介された

場合においても、当該事例に係る者に相談支援を提供
⑥ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加

計画相談支援・障害児相談支援にかかる新規加算の要件について

○特定事業所加算（計画相談支援・障害児相談支援共通） 単位数：300単位

○初回加算（障害児相談支援のみ） 単位数：500単位
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計画相談支援・障害児相談支援にかかる特定事業所加算の創設について

以下の要件すべてに満たしている場合に算定
① 常勤・専従の相談支援専門員を三名以上配置。そのうち、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を一名以上配置
② 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催
③ 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保
④ 新たに採用する全ての相談支援専門員に対し、現任研修を受けた相談支援専門員の同行による研修を実施
⑤ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業所又は協議会から支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該事例に係る者に

相談支援を提供
⑥ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加

○特定事業所加算を新たに創設 （単位数：300単位）

1人

2,604

44%

2人

949

16%3人

333

6%

4人以上

207

3%

常勤専従

配置無し

1,849

31%

指定特定・指定障害児相談支援事業所における

常勤・専従の相談支援専門員配置状況

事業所数：5,942

①87
2%

②464
8%

③59
1% ④108

2%

⑤1,140
19%

➅4,084
68%

指定特定・指定障害児相談支援事業所の

対応日・対応時間 ①365日対応＋24時間

（夜間は夜勤又は宿直）

対応
②365日対応＋24時間

（夜間は携帯）対応

③365日対応＋24時間

対応なし

④365日対応していない

＋24時間（夜間は夜勤

又は宿直）対応
⑤365日対応していない

＋24時間（夜間は携帯）

⑥365日対応していない

＋24時間対応なし事業所数：5,942

○ 相談支援専門員の数が少ない特定相談支援事業所では、スキルを向上するための研修や事例検討等を事業所内で実施することは体制上困難。一方
で、整った人員体制や関係機関との連携等により、質の高い計画相談支援が提供されている事業所もあり、事業所によって、提供体制に差が生じている

○ 平成27年度以降障害福祉サービスや地域相談支援の支給決定に当たって、市町村はサービス等利用計画案の提出を求めるものとされており、サービ
ス等利用計画案の作成も含めた計画相談支援の提供に当たって、事業所の質の担保や相談支援専門員のスキルの向上が、今後重要になると考えられ
る

質の高い計画相談支援を提供するための体制整備や関係機関との連携の必要性

24’ 156箇所（９％）
25’ 314箇所（18％）
26’ 367箇所（21％）

24’  1,482箇所（85％）
25’  1,528箇所 （88%）26’
1,552箇所（89％）

○基幹相談支援セン
ター設置市町村数

○委託相談支援事業
所設置市町村数
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以下のいずれかを満たす場合は、特にアセスメントに係る業務負担として、評価する。
① 新規に障害児支援利用計画を作成する場合
② 前六月間において、障害児通所支援・障害福祉サービスを利用していない場合

初回加算の創設について

○初回加算 単位数：500単位

○ 障害児相談支援の利用に係る初期段階においては、保護者の障害受容ができない等により利用者の生活状

況や保護者の意向等を把握するに当たって、特にアセスメントに時間や労力を要するとの指摘がある。

○ このアセスメントを含めた、相談業務を行うに当たっては、平成27年７月にとりまとめられた「障害児支援の在

り方に関する検討会」において、「相談支援専門員は、保護者の「気づき」の段階からの丁寧に配慮された発

達支援、家族を含めたトータルな支援、関係者をつなぐことによる継続的・総合的なつなぎの支援を行い、ま

た、（中略）。特に、サービスを利用する障害児を支え、気持ちが揺れ動く保護者にも寄り添うことができる専門

家としての役割を求められている。」として、障害児相談支援を実施する上での初期段階等の重要性が報告さ

れたところ。

○ このため、こうした部分について必要な業務負担として、新たに初回加算を創設する。
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例えば次のような利用者については、標準期間よりきめ細かに２、３月ごとに実施する取扱いとする。

（計画相談支援）
ａ 就労や社会参加のために能力の向上等必要な訓練を行っている者
ｂ 生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者
ｃ 障害福祉サービスのみ利用している65歳以上の者
ｄ 利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者

（障害児相談支援）
ａ 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者
ｂ 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者

きめ細かいモニタリングの実施について

○ きめ細かいモニタリングの実施が必要な対象者

○ モニタリングの実施については、標準期間として、対象者の状況等に応じて、１月、６月、12月ごとに行うことを目安として示して

おり、それらを市町村が対象者の状況等を勘案して個別に定める仕組みとしているところであるが、利用している障害福祉サー

ビスや障害児通所支援をもって、一律に設定されているとの指摘がある。

○ 利用者への適切なマネジメントを継続的・効果的に行うため、きめ細かいモニタリングを実施できるよう対応

（現行の標準期間）
① 新規又は変更によりサービスの種類、内容、量に著しく変更があった者 → 利用開始から３ヶ月間、毎月
② 在宅の障害福祉サービス利用者（障害児通所支援を含む）又は地域相談支援利用者 ※①を除く → ６ヶ月ごと

ただし、以下の者（従前の制度の対象者）を除く。 → 毎月
・ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
・ 単身の世帯に属するため連絡調整を行うことが困難である者
・ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝た
きりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者

③ 障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支援 → １年ごと
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結果の記録

①初回相談

②サービス等利用計画案
の作成・提出

⑤モニタリング

③サービス担当者
会議開催

④サービス等利用計画の
作成・提出

計画相談支援等の完全実施に向けた体制整備の加速化策（ポイント）

・心身の状況の把握
・利用者宅へ訪問し、面接の実施

（十分な説明と理解）

居宅等への訪問は必須。ただし、再度利用者へ確認する事項が生じた場合
は、内容が軽微であれば電話やメール等による確認でも可能。

・利用計画案の説明、文書による同意

居宅訪問は要件としていない。利用者等の意向が正確に確認できることを前
提として、郵送や補助職員の代行等により同意を得ることも可能。状況に応じ
相談支援専門員が電話・メール等でやりとりを行う。

（市区町村に求められる配慮の例）

○ 基幹相談支援センターや委託相談支援事業所と連携し、各相談支援事業所の繁忙状況を確認の上、特定の相談支援事業所
に業務が集中しないよう配慮

○ 支給決定・受給者証発行に当たって、
・利用者の同意の上、受給者証や支給決定の変更通知の写しを、直接市町村から相談支援事業所等に送付
・支給決定の予定月よりも早期に相談支援事業所に情報提供し、十分な時間的余裕を確保
・支給決定に当たって、期限を利用者の次の誕生月等までとして計画相談支援の業務量を分散

・障害福祉サービス等の担当者を招集の上、開
催

原則は関係者全員が参加の上で開催。サービス担当者の都合で会議への
参加が得られなかった場合は、会議を開き直す必要は無く、出席できなかっ
た担当者には別途意見を求めて必要に応じて計画に反映することで対応可。
内容は文書記録が必要。

・利用計画の説明、文書による同意 居宅訪問は要件としていない。利用者等の意向が正確に確認できることを前
提として、郵送や補助職員の代行等により同意を得ることも可能。状況に応じ
相談支援専門員が電話・メール等でやりとりを行う。・計画の変更、事業者等との連絡調整、

利用者に支給決定の申請勧奨
・利用者の居宅等を訪問し、面接の実施

居宅等への訪問は必須。ただし、再度利用者へ確認する事項が生じた場合
は、内容が軽微であれば電話やメール等による確認でも可能。

②へ

再度居宅等への訪問は必須ではなく、電話やメール等による確認でも可能。

（計画の変更あり）（計画の変更なし（軽微な変更））

○特定相談支援事業所等における柔軟な対応の工夫例

＊ 「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進めるに当たっての基本的考え方等について」（平成26年２月27日付地域生活支援推進室事務連絡）より抜粋

軽微な変更の場合や変更が無い場合は、利用者の同意や
サービス担当者会議の開催は不要。
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＜留意事項（ポイント）＞
○ 「セルフプラン」を・・・

① 「申請者が希望する場合」：申請者の自由な意思決定が担保されていることが前提

② 「身近な地域に指定特定相談支援事業者等がない場合」：市区町村（都道府県）が必要な事業
者の誘致に向けた努力を行ってもなお体制が確保されない場合が前提

→ 各市区町村は、平成27年度に向けた体制整備を各市区町村・都道府県が進めている中で、体

制整備に向けた努力をしないまま安易に申請者を「セルフプラン」に誘導することは厳に慎むべ
き。

○上記（②）の場合には、市区町村は・・・
・ 日頃から、相談支援事業者等の充足に向けた支援を図るべき。

・ 管内の障害福祉サービス事業所の状況に関する情報提供や記載方法に関する説明や相談等
十分な支援を行うとともに、モニタリングに代わるものとして、市区町村が本人の状況を定期的に
把握すべき。

・ 支給決定の更新時には、相談支援事業者等がサービス等利用計画を作成すべき。

「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項（ポイント）
＊ 「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進めるに当たっての基本的考え方等について」（平成26年２月27日付地域生活支援推進室事務連絡）より抜粋

＜基本的考え方＞
○ 「セルフプラン」自体は、障害者本人（又は保護者）のエンパワメントの観点からは望

ましいもの。一方、市区町村が計画相談支援等の体制整備に十分に力を入れないま
ま安易に「セルフプラン」の提出を誘導しているとの指摘もある。一定の原則が必要。
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≪平成26年２月27日事務連絡の周知・徹底について≫
○ 全ての利用者についてサービス等利用計画等の作成等が行われることを原則とした理由、体制整備のために都

道府県・市区町村の担うべき役割、当省において進めている支援策等について改めて整理するとともに、
（１）計画相談支援等の完全実施に向けた体制整備の加速化策として考えられる手法
（２）特定相談支援事業所等の作成に代えて提出することができる「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項

について、新規事業所や新たに従事した相談支援専門員に改めて周知

サービス等利用計画等の作成の効率的な実施について

≪役割分担を踏まえた関係機関の協働について≫

≪サービス利用支援におけるアセスメントの実施場所に係る緊急的な措置について≫※モニタリング・障害児相談支援は対象外

【本来（現行）】 【27年３月末→28年３月までの暫定措置】

(留意点)
○今回に限ったものである旨を利用者に説明
○家庭状況等の確認が必要な場合は、適切に居宅訪問
○家族へも面接の趣旨の十分な説明を電話等で実施

or

日中活動系
事業所

居宅（施設・ＧＨ）居宅（施設・ＧＨ）

訪問
訪問

※ 基準省令第15条第２項第六号「相談支援専門員は、アセスメン
トに当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接しな

ければならない。

相談支援事業所 相談支援事業所

市区町村

確認依頼、照会

平成26年９月26日事務連絡「計画相談支援・障害児相談支援の推進等」について

役割分担
推進方法を
協議

・基幹相談支援センター等から情報提供された、
サービス等利用計画案等の最終的な作成

・サービス等利用計画等も含めた計画相談支援等
の提供方法に関する照会

・利用者の基本情報や利用者の意向等を勘案した
サービス等利用計画案等の初期情報を収集、 記入

・計画相談支援等の提供方法に関する指導・助言

相談支援事業所
基幹相談支援センター
委託相談支援事業所

情報提供、指導・助言

進捗、地域の課題
等の情報共有

進捗、地域の課題
等の情報共有
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＜留意事項（ポイント）＞
① 計画相談支援等と同等の質の確保について

代替プランの内容及び質は、指定特定相談支援事業者等が作成するサービス等利用計画案等と同等の水準
となるよう各市町村において取り組む。具体的には、

・ 計画相談支援等における、居宅等の訪問やサービス担当者会議の開催、モニタリングの実施等の運営基準
に準ずる業務を実施
・ 作成に当たっては、障害福祉行政の相談業務等に一定期間従事した職員が実施 等

なお、市町村は、次回のサービス等利用計画等の作成等については、新たに確保した指定特定相談支援事
業者等に速やかに依頼できるよう、市町村が代替プランを作成した利用者をリスト化し、管理すること。

② 適切な時期の指定特定相談支援事業者等への引き継ぎ

市町村による代替プランの作成については、緊急的な措置であることから、次回の支給決定時においては、指
定特定相談支援事業者等の体制の整備を図るとともに、代替プランの内容や利用者に関する状況を指定特定
相談支援事業者等に適切に引き継ぐこと。

※ 都道府県は、市町村が作成する代替プランについて、次回の支給決定時までに指定特定相談支援事業所
等に適切に引き継がれているかどうかを定期的に把握し、必要に応じて、市町村に対し、体制整備に関する
助言・指導を行う。

市町村における代替プランについて
＊ 「障害保健福祉関係主管課長会議資料」（平成26年11月４日）より抜粋

＜概要＞
○ 平成27年度に支給決定を行う利用者に対して、指定特定相談支援事業者等がサービス等利用計画案等が

作成できる目途が立たない場合は、暫定的な措置として、各市町村の責任において、サービス等利用計画案
等の代替となる計画案（以下「代替プラン」という。）を作成する。

なお、当該措置は、計画相談支援等の提供が未だ受けられていない利用者のための平成27年度に限った
緊急かつやむを得ない措置
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２ 基幹相談支援センター及び協議会について
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基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知的障害・精
神障害）及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。

※ 平成２４年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための、①専門的職員の配置、②地域
移行・地域定着の取組、③地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。

また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。

基幹相談支援センターの役割のイメージ

相談支援専門員、社会福祉士、

精神保健福祉士、保健師等

総合相談・専門相談

地域移行・地域定着権利擁護・虐待防止

地域の相談支援体制の強化の取組

・成年後見制度利用支援事業

・虐待防止
※ 市町村障害者虐待防止センター（通報受理、

相談等）を兼ねることができる。

障害の種別や各種ニーズに対応する

・ 総合的な相談支援（３障害対応）の実施

・ 専門的な相談支援の実施

・入所施設や精神科病院への働きかけ

・地域の体制整備に係るコーディネート

運営委託等

相談支援
事業者

相談支援
事業者

相談支援
事業者

児童発達
支援センター

基幹相談支援センター

（相談支援事業者）

協 議 会

・相談支援事業者への専門的指導、助言

・相談支援事業者の人材育成

・相談機関との連携強化の取組

【平成26年度設置市町村数：367】
（一部共同設置）
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基幹相談支援センターについて（26年4月1日現在）

①199
11%

②166
10%

③2
0%

④43
3%

⑤1,331
76%

基幹相談支援センターの設置状況

①市町村単独で設置

②複数市町村共同で設置

③市町村単独＋複数市町村

共同で設置

④平成26年度中に設置予定

⑤平成26年度においては設置

予定はない

市町村数：1,741

①96
35%

②73
26%

③53
19%

④14
5%

⑤40
15%

窓口の設置場所

①市町村役所

②公共施設

③障害福祉サービス事業所内

④障害者支援施設

⑤その他

設置箇所数：276

①82
30%

②194
70%

基幹相談支援センターの設置方法

①直営で設置

②指定相談支

援事業所に委

託

設置箇所数：276
①12
6%

②47
24%

③135
70%

委託により設置する場合の委託先の

相談支援に係る指定状況

①一般相談支援事業

所の指定あり

②特定相談支援事業

所の指定あり

③一般+特定相談支援

事業所の指定あり

委託により設置している箇所数：194

①160
83%

②34
17%

委託により設置する場合の

障害者相談支援事業の委託状況

①委託あり

②委託なし

委託により設置している箇所数：194
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○ （自立支援）協議会は、地域の関係者が集まり、地域における課題を共有し、その課題
を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を進めていく重要な役割を担っているが、（自立
支援）協議会の法律上の位置付けが不明確。

○ 障害者自立支援法等の一部改正により、平成２４年４月から、自立支援協議会につい
て、設置の促進や運営の活性化を図るため、法定化。
※ 改正により、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会の意見を

聴くよう努めなければならないとされている。

○ 障害者総合支援法の施行（25年４月）により、自立支援協議会の名称について地域の実
情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者家族の参画を明確化

（自立支援）協議会の法定化

保健・医療

当事者サービス事業者

子育て支援

相談支援事業者

（自立支援）協議会

企業・就労支援

高齢者介護

行政機関

障害者相談員

民生委員

学校

宅建業者

【（自立支援）協議会を構成する関係者】
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市町村の(自立支援)協議会の役割

○ 自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課
題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っている。

○ 障害者総合支援法の成立等を踏まえ、
・ 委託障害者相談支援事業や基幹相談支援センターの事業実績に関する検証や評価、
・ 指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等の質の向上を図るための体制や、
・ 地域移行支援・定着支援を効果的に実施するための相談支援事業者、精神科病院、入所施設、保健
所や地域の障害福祉サービス事業所等による地域移行のネットワークの強化や、障害福祉サービスの
利用の組み合わせによる施設入所者の状況を踏まえた地域の社会資源の開発の役割強化が必要。

○ また、障害者虐待防止法の成立を踏まえ、
・ 地域における障害者虐待防止等のためのネットワークの強化が必要。

○ このため、自立支援協議会はこれらの役割を担う旨通知により明確化。
併せて、市町村は、地域の実情に応じて当該役割を担うための専門部会の設置を検討。

※ 22年改正により、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会

の意見を聴くよう努めなければならないとされている。

こども支援部会 就労支援部会

権利擁護部会
サービス等利用計画等

評価部会
地域移行部会

(自立支援)協議会

等
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（事業概要）
障害児者の社会参加を進めるためには、地域の課題の解決や社会的資源の開発・活用が必須であり、地域の

理解の促進や関係機関のネットワークが強化される必要があることから、市町村協議会において、先進的に地域
資源の開発・利用促進等に向けた取組の支援を行い、障害児者への総合的な地域生活支援の実現を目指す。

○協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援

１ 事業内容
地域資源を総合的に活用して、障害児者の社会参加に向けた支援の体制を構築するため、市町村協議会

における地域資源の開発・利用促進等に向けた取組に係る事業について助成する。
【事業例】

① 社会的資源の開発に向けて、障害児者のニーズ調査や先進例の情報収集、商工会議所・地域住民等
への啓発の実施、

② 円滑な医療、教育、福祉サービスの提供や様々な地域資源を複合的に提供するため、コーディネーター
を配置の上、相談支援専門員と連携のもと、関係者間の総合的な調整やチームアプローチを実施

③ 児童発達支援センターや保育所等関係機関が連携し、障害児の特性や家族の情報を早期に発見し、一
般施策も含めた支援に繋げるための仕組みの構築

④ 医療機関、教育機関の専門職等も含めた多職種による、サービス等利用計画や個別支援計画の評価
・助言の実施

２ 実施主体 市町村
３ 補助率 国１／２以内、都道府県１／４以内

予算額：地域生活支援事業の内数

（効果）

各市町村において新たな社会的資源が開発され、障害児者の自立した生活や、社会参加が推進されるととも
に、障害児者により適切なサービスを効率的に提供することが可能となる。 39



（自立支援）協議会について（26年4月1日現在）

1,188 
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Ｈ20年4月１日 Ｈ22年4月1日 Ｈ24年4月1日 Ｈ26年4月1日

実
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率

実
施
市
町
村
数

（自立支援）協議会の設置状況（経年比較）

設置市町

村数

設置率

※平成23年4月1日以前の設置状況は、（自立支援）協議会の設置状況。
※平成23年4月1日の設置状況は、被災３県を除くデータ。
※平成25年4月1日の設置状況は、未提出の自治体を除いた暫定値。

①

1,651
95%

②90
5%

（自立支援）協議会の

設置状況

①設置

②未設置

市町村数：1,741

①913
79%

②203
17%

③44
4%

（自立支援）協議会

事務局の運営方法

①直営

で実施

②委託

で実施

③その

他

協議会数：1,160
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24％（275 ）
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24％（285 ）

29％（336）
68％（791）

19％（217）
14％（159）

54％（627）
52％（600）

31％（360）
23％（269）

82％（958）
24％（277）

23％（270）
76％（886）

66％（765）
87％（1,013）

15％（178）
43％（499）

30％（344）
73％（846）

0 200 400 600 800 1,000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他
地域住民の代表者

主任児童委員
民生委員・児童委員
知的障害者相談員
身体障害者相談員

都道府県(行政職員)
市町村(行政職員)

児童相談所
保育所

保健所・保健センター
公共職業安定所（ハローワーク）

大学等（学識経験者など）
権利擁護関係団体(権利擁護関係者)

障害当事者団体・障害当事者(障害者相談員を除く)
高齢者介護の関係機関

民間企業
教育関係機関（特別支援学校など）

医療機関（病院・診療所など）
障害福祉サービス事業者
発達障害者支援センター

障害者就業・生活支援センター
指定一般・指定特定・指定障害児相談支援事業者（障害者相談支援事業の委託なし）
指定一般・指定特定・指定障害児相談支援事業者（障害者相談支援事業の委託あり）

各機関に所属している者をメンバーとしている協議会の割合

（自立支援）協議会の構成メンバー（所属別） 協議会数：1,160
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①

197 ②

172

③

53

④

570

⑤

461 ➅

436
⑦

417

⑧

264

0

100

200

300

400

500

600

700

設
置
数

専門部会（課題別）の設置状況

①権利擁護関係

②地域移行関係

③退院促進関係

④就労関係

⑤子ども関係

⑥相談支援係

⑦地域生活・生活

支援関係

⑧その他

専門部会（課題別）設置数：774

（自立支援）協議会について【市町村】

①829
71%

②331
29%

（自立支援）協議会

専門部会の設置状況

①設置

②未設置

協議会数：1,160 774 

90 
27 47 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

設
置
数

（自立支援）協議会の専門部会の種類

①課題

別

②障害

別

③地域

別

④その

他

専門部会設置協議会数：829

０回

229

20%

１回

361

31%

２回

364

31%

３回

134

12%

４回

以上

72

6%

（自立支援）協議会の開催実績

※専門部会を除く

０回

１回

２回

３回

４回以上

協議会数：1,160

①

1,248 ➁

757 ➂
303

➃

2,650 ➄

2,011

➅

2,746 ➆

2,325
➇

1,548

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

開
催
回
数

専門部会（課題別）の開催実績

①権利擁護関係

②地域移行関係

③退院促進関係

④就労関係

⑤子ども関係

⑥相談支援係

⑦地域生活・生活

支援関係

⑧その他

専門部会（課題別）設置数：774

4.4回

5.7回

4.6回

4.4回

6.3回

5.6回

5.9回

6.3回
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➀

34
72%

➁

13
28%

（自立支援）協議会

専門部会の設置状況

①設置

②未設置

設置都道府県：47

（自立支援）協議会について【都道府県】

➀ 33

➁ 3 ➂ 2
➃ 5
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（自立支援）協議会

専門部会の種類

①課

題別

②障

害別

③地

域別

④そ

の他

専門部会設置都
道府県：34

➀

10

➁

14

➂

7

➃

14
➄

10

➅

19
➆

18

➇

12
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16

18
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専門部会（課題別）の設置状況

①権利擁護関係

②地域移行関係

③退院促進関係

④就労関係

⑤子ども関係

⑥人材養成関係

⑦相談支援関係

⑧その他

専門部会（課題別）設置数：33

➀

35
➁

35
➂

13

➃

31 ➄

16

➅

93

➆

42 ➇

34

0
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開
催
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数

専門部会（課題別）の開催実績

①権利擁護関係

②地域移行関係

③退院促進関係

④就労関係

⑤子ども関係

⑥人材養成関係

⑦相談支援関係

⑧その他

専門部会（課題別）設置数：33

➀

3

6%

➁

17

37%➂

21

45%

④

3

6%

⑤

3

6%

（自立支援）協議会の開催実績

※専門部会を除く

①０回

②１回

➂２回

④３回

⑤４回以上

設置都道府県：47
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３ 障害者の虐待防止・権利擁護について
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障害者虐待防止法の概要

目 的

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとっ
て障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の
禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、
養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する
支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、
平成２４年１０月１日施行）

定 義

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び
社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

２ ｢障害者虐待｣とは、次の３つをいう。
①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待

３ 障害者虐待の類型は、次の５つ。（具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。）

①身体的虐待 （障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること）

②放棄・放置 （障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等）

③心理的虐待 （障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと）

④性的虐待 （障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること）

⑤経済的虐待 （障害者から不当に財産上の利益を得ること）
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１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早
期発見の努力義務規定を置く。

２ 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防
止等に係る具体的スキームを定める。

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、そ
の防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

虐待防止施策

養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保 [設置者等の責務] 当該施設等における障害者に
対する虐待防止等のための措置を実施

[事業主の責務] 当該事業所における障害者に対
する虐待防止等のための措置を実施

[スキーム] [スキーム] [スキーム]

市
町
村

都
道
府
県

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

市
町
村

１ 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・
「都道府県障害者権利擁護センター」としての機能を果たさせる。

２ 市町村・都道府県は、障害者虐待の防止等を適切に実施するため、福祉事務所その他の関係機関、民間団体
等との連携協力体制を整備しなければならない。

３ 国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後見制度の
利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を 講ずる。

４ 政府は、障害者虐待の防止等に関する制度について、この法律の施行後３年を目途に検討を加え、必要な措
置を講ずるものとする。

その他

通報

①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

①監督権限等の適切
な行使

②措置等の公表

通報
通報

通知

報告報告

※ 虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類（障害者施設等、児童養護施設等、養介護施設等）に応じてこの法律、
児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。

労働局都道府県市町村
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市町村障害者虐待防止センター

① ・養護者
・障害者福祉施設従事者等 通報・届出の受理
・使用者による障害者虐待

② 養護者による障害者虐待の防止
養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護の
ための相談、指導及び助言

③ 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関す
る広報・啓発

・休日や夜間の連絡体制

・業務の全部又は一部の委託可
※市町村の担当部局との常時の連絡体制を確保する必要

・住民や関係機関への周知
※市町村障害者虐待防止センターの電話番号等
※休日・夜間対応窓口

市町村の役割と責務

養護者による障害者虐待について

・ 関係機関、民間団体等との連携協力体制の整備
・ 通報又は届出に対する速やかな安全確認、事実確

認、対応の協議
・ 立入調査の実施、警察署長に対する援助要請
・ 養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な

措置
・ 虐待を受けた障害者を保護するための措置と、その

ための居室の確保
・ 保護した障害者の養護者の面会の制限
・ 成年後見制度開始の審判請求

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について

・ 通報又は届出を受けた場合の事実確認等
・ 通報又は届出を受けた場合の都道府県への報告
・ 社会福祉法及び障害者総合支援法等に規定する権

限の行使

使用者による障害者虐待について

・ 通報又は届出を受けた場合の都道府県への通知
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都道府県障害者権利擁護センター

① 使用者虐待に関する通報又は届出の受理

② 市町村が行う措置に関する市町村相互間の連絡調整、
市町村に対する情報提供、助言その他の援助

③ 障害者及び養護者支援に関する相談、相談機関の紹介

④ 障害者及び養護者支援のための情報提供、助言、関係
機関との連絡調整等

⑤ 障害者虐待の防止及び養護者支援に関する情報の収
集分析、提供

⑥ 障害者虐待の防止及び養護者支援に関する広報・啓発

⑦ その他障害者虐待の防止等のために必要な支援

都道府県の役割と責務

・休日や夜間における連絡体制の確保
・業務（②を除く）の全部又は一部を委託することができる。
・住民や関係機関に周知
・使用者による障害者虐待の通報窓口であることや都道府

県の担当部局の周知
・休日・夜間対応窓口についてもあわせて周知

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について

・社会福祉法及び障害者総合支援法等に規定する権
限の行使

・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の措置
等の公表

使用者による障害者虐待について

・使用者による障害者虐待の都道府県労働局への報告
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平成２５年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）

○平成24年10月１日に障害者虐待防止法施行（養護者、施設等職員、使用者による虐待）
→平成25年度における養護者、施設職員等による虐待の状況につい て、都道府県経由で

調査を実施。

（※使用者による虐待については、今年７月に公表済み （大臣官房地方課労働紛争処理業務室））

養護者による
障害者虐待

障害者福祉施設従事者等
による障害者虐待

使用者による障害者虐待

（参考）都道府県労働局の対応

市区町村等への
相談・通報件数

4,635件
（3,260件）

1,860件
（939件）

628件
（303件） 虐待判断

件数
（事業所数）

253件
（133件）

市区町村等による
虐待判断件数

1,764件
（1,311件）

263件
（80件）

被虐待者数
1,811人

（1,329人）
455人

（176人）
被虐待者数

393人
（194人）

• 上記は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。カッコ内については、前回の調査
結果（平成24年10月１日から平成25年3月31日まで）のもの。
• 都道府県労働局の対応については、平成26年７月18日大臣官房地方課労働紛争処理業務室のデータを引用。

【調査結果（全体像）】
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市区町村

虐待の事実
が認められた
事例

（死亡事例：4
人 ※1）

被虐待者数
1,811人

虐待者数
1,990人

虐待事例に対する措置虐待事例に対する措置

平成２５年度 障害者虐待対応状況調査＜養護者による障害者虐待＞

相談
通報

4,635件

主な通報
届出者内訳

●相談支援専門員・

障害者福祉施設従事

者等 (27.6%)

●本人による届出

(24.9%)

●警察 (14.6%)

●当該市区町村

行政職員 (7.2%)

●家族・親族 (7.2%)

都道府県

明らかに虐
待でないと
判断した事
例

41件

市区町村に連絡し
た事例 64件

105件

4,530件
者の転居、入院中等

① 障害福祉サービスの利用 39.3%
② 措置入所 11.3%
③ ①、②以外の一時保護 18.6%
④ 医療機関への一時入院 13.9%
⑤ その他 16.9%
①～⑤のうち、面会制限を行った事例

31.7%

① 助言・指導 53.4%
② 見守りのみ 25.5%
③ サービス等利用計画見直し 15.0%

介護保険サービスを利用、虐待者・被虐待
者の転居、入院中等

虐待者と分離した事例 735件※2

虐待者と分離しなかった事例 834件※2

現在対応中・その他 198件

うち、市町村長申立 54件

成年後見制度の審判請求 138件

64
件

事実確認調査を行った事
例 3,879件

うち、法第11条に基づく立
入調査 95件

事実確認調査を行ってい
ない事例 840件

・明らかに虐待ではな
く調査不要 725件

＊都道府県判断の41件を含む

・調査を予定、又は検
討中 115件

1,764件

● 性別
男性（65.6%）、女性（34.1%）

● 年齢
60歳以上（32.9%）、50～59歳（22.6%）
40～49歳（19.9%）

● 続柄
父（20.6%）、 兄弟姉妹（19.7%）
母（18.6%）

虐待者(1,990人）
● 性別 男性（37.1%）、女性（62.9%）
● 年齢

50～59歳（20.9%）、40～49歳（19.5%）
20～29歳（19.4%）

● 障害種別

● 障害程度区分認定済み （51.7%）
● 行動障害がある者 （25.1%）
● 虐待者と同居 （79.8%）
● 世帯構成

両親と兄弟姉妹（13.5%）、単身（10.8%）、
配偶者（10.0%）

被虐待者（1,811人）

※1 うち2件は、心中事件により発覚した事例のため、1,764件には含まれていない。
※2 虐待者との分離については、被虐待者が複数で異なる対応（分離と非分離）を行った事例が含まれるため、虐待

事例に対する措置の合計件数は、虐待が認められた事例1,764件と一致しない。

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他

25.8% 50.6% 36.0% 1.7% 2.0%

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

63.3% 5.6% 31.6% 18.9% 25.5%

虐待の種別・類型（複数回答）

事実確認調査
＊平成24年度に通報・届出があった事案も含
む
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平成２５年度 障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞

相談
通報

1,860件

市区町村

虐待の事実が認められ
た事例 229件

さらに都道府県による
事実確認調査が必要とされ
た事例 39件

主な通報
届出者内訳

●本人による届出
(33.0%)

●家族・親族
(16.5%)

●当該施設・事業
所職員 (11.7%)

●相談支援専門員・障
害者福祉施設従事者
等 (8.4%)
●設置者 (5.2%)

1,625件 市区町村・都道府県による
措置・障害者総合支援法等

による権限行使※3

市区町村・都道府県による
措置・障害者総合支援法等

による権限行使※3

・ 施設等に対する指導 142件
・ 改善計画提出依頼 100件
・ 従事者への注意・指導 65件

市区町村による指導

・ 報告徴収・出頭要請・質問・
立入検査 151件

・ 改善勧告 25件
・ 指定の全部・一部停止 4件
・ 都道府県・指定・中核市等
による指導 162件

障害者総合支援法等に
よる権限行使

都道府県

虐待の事実
が認められ
た事例

死亡事例
1人

被虐待者
455人※1
虐待者
325人※2

虐待の事実が認められた事例
18件

虐待の事実が認められた事例
16件

18件

16件

263件

● 性別
男性（66.8%）、女性（33.2%）

● 年齢
40～49歳（20.9%）、50～59歳（19.1%）
60歳以上（17.5%）

● 職種
生活支援員 （43.7%）
その他従事者（16.3%）
管理者 （9.5%）
設置者・経営者（6.2%）
サービス管理責任者（5.8%）

● 性別 男性（62.2%）、女性（37.8%）
● 年齢

20～29歳（25.3%）、40～49歳（ 21.5%）、
30～39歳（20.9%）

● 障害種別

● 障害程度区分認定済み （74.1%）
● 行動障害がある者 （21.3%）

虐待者（325人） 被虐待者（455人）

※１ 不特定多数の利用者に対する虐待のため被虐待障害者が特定できなかった
等の10件を除く253件が対象。

※２ 施設全体による虐待のため虐待者が特定できなかった9件を除く254件が対象。

※３ 平成25年度末までに行われた措置及び権限行使。

113件（連絡）

都道府県へ事実確認調査を
依頼 37件

235件

224件

73件

都道府県独自調査により、虐待の
事実が認められた事例

5件

5件

事実確認調査 （1,168件）
＊平成24年度に通報・届出があった事案も含
む

事実確認調査 （143件）
＊平成24年度に通報・届出があった事案も含
む

障害者支援施設 71 27.0%

居宅介護 2 0.8%

重度訪問介護 2 0.8%

行動援護 1 0.4%

療養介護 2 0.8%

生活介護 36 13.7%

短期入所 5 1.9%

共同生活介護 35 13.3%

自立訓練 1 0.4%

就労移行支援 4 1.5%

就労継続支援Ａ型 16 6.1%

就労継続支援Ｂ型 51 19.4%

共同生活援助 10 3.8%

移動支援 3 1.1%
地域活動支援センター 6 2.3%

児童発達支援 3 1.1%
放課後等デイサービス 15 5.7%

合計 263 100.0%

障害者虐待が認められた事業所種別

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

56.3% 11.4% 45.6% 4.6% 6.8%

虐待の種別・類型（複数回答）

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他

29.2% 79.8% 14.1% 6.4% 1.8%
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平成27年度障害者虐待防止対策関係予算案

１．事業目的
障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、地域における関係機関等の

協力体制の整備や支援体制の強化を図る。

２．事業内容
以下のような取組について、地域の実情に応じて都道府県・市町村の判断により実施する。

① 虐待時の対応のための体制整備
例：24時間・365日の相談窓口の体制整備、虐待が発生した場合の一時保護のための居室の確保等、虐待を受

けた障害者等に対するカウンセリング、過去に虐待のあった障害者の家庭等に対する訪問の実施
② 障害者虐待防止・権利擁護に関する研修の実施

例：障害福祉サービス事業所等の従事者や管理者、相談窓口職員に対する障害者虐待防止に関する研修の実施
③ 専門性の強化

例：医学的・法的な専門的助言を得る体制を確保するとともに、有識者から構成されるチームを設置し、虐待
事例の分析

④ 連携協力体制の整備
例：地域における関係機関等の協力体制の整備・充実

⑤ 普及啓発
例：障害者虐待防止法における障害者虐待の通報義務等の広報その他の啓発活動の実施

３．実施主体 都道府県及び市町村

４．負 担 率 市町村実施事業：負担割合 国１／２、都道府県１／４ 都道府県実施事業：負担割合 国１／２

○ 地域生活支援事業（障害者虐待防止対策支援） 予算額：464億円の内数

１．事業内容
障害者の虐待防止や権利擁護に関して、各都道府県で指導的役割を担う者を養成するための研修の実施

２．実施主体 国（民間団体へ委託予定）

○ 障害者虐待防止・権利擁護事業費 予算額：3,816千円
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○ 認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を
守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。

【法定後見制度】
家庭裁判所に審判の申立てを行い、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等（成年後見人・保佐人・

補助人）が選ばれる制度。本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の３つの類型がある。

成年後見制度の概要

法務省ホームページより抜粋

※ この他、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分となった場合に備え、 「誰に」「どのように支援
してもらうか」をあらかじめ契約により決めておく任意後見制度がある。 52



○成年後見制度の利用を促進する旨の規定

○障害者総合支援法
（市町村の地域生活支援事業）
第七十七条

四 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後
見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに
つき、当該費用のうち厚生労働省令で定める費用を支給する事業（Ｈ２４．４施行）

五 障害者に係る民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うこと
ができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業 （Ｈ２５．４施行）

○知的障害者福祉法
（後見等を行う者の推薦等） （Ｈ２５．４施行）
第二十八条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐

及び補助（以下この条において「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等
の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定す
る措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

○精神保健福祉法
（後見等を行う者の推薦等） （Ｈ２６．４施行）
第五十一条の十一の三 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後

見、保佐及び補助（以下この条において「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、
後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければ
ならない。

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する
措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

成年後見制度利用促進に関する関係条文
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成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業

１．目的
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障

害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護
を図ることを目的とする。

２．事業内容
成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費（登記手数料、鑑

定費用等）及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する。
※平成２４年度から市町村地域生活支援事業の必須事業化

３．事業創設年度
平成１８年度

４．平成２７年度予算
地域生活支援事業４６４億円の内数
※【市町村事業 補助率】国１／２以内、都道府県１／４以内で補助

５．事業実施状況
平成２６年４月１日現在 １,３６０市町村

（ 障 害 者 関 係 ）
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国 1/2

都道府県・
市町村1/4

成年後見制度利用支援事業の必須事業化

相談支援
事業者等

市町村

後見人
保佐人
補助人

連絡

家庭裁判所申立て

審
判･

選
任

対象者

障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする
知的障害者及び精神障害者

発
見

発
見

市町村
申立費用及び後見人等の報酬を助成

※ 地域生活支援事業の位置付け

国
都道府県

後見等支援

財政支援

助
成

助
成

親族・検察官等

・ 成年後見制度を利用することが有用であると認め
られる障害者で成年後見制度の利用に要する経費
について補助を受けなければ成年後見制度の利用
が困難であると認められるもの

対象者は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害
者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認
められるもの。

→   助成費用（厚生労働省令で定める費用）は、成年後見制度の申立てに要する経費（登記手数料、鑑定費
用等）及び後見人等の報酬の全部又は一部とする。

※ 平成２４年度より、地域生活支援事業費補助金において、成年後見制度利用支援事業を国庫補助の対象としている。

法
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１．目的
成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人

の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

２．事業内容
（１）法人後見実施のための研修

ア 研修対象者 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等
イ 研修内容等 市町村は、それぞれの地域の実情に応じて、法人後見に要する運営体制、財源確保、障害者等の権

利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活動も含めた法人後見の業務を適正に行うた
めに必要な知識・技能・倫理が修得できる内容の研修カリキュラムを作成するものとする。

（２）法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
ア 法人後見の活動等のための地域の実態把握
イ 法人後見推進のための検討会等の実施

（３）法人後見の適正な活動のための支援
ア 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体

制の構築
（４）その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

３．事業創設年度
平成２５年度
※市町村地域生活支援事業の必須事業（都道府県地域生活支援の任意事業）

４．平成２７年度予算
地域生活支援事業４６４億円の内数

５．事業実施状況
平成２６年４月１日現在 ２０７市町村

成 年 後 見 制 度 法人後見支援事業

（ 障 害 者 関 係 ）
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●障害者総合支援法（平成25年４月１日施行）

第七十七条（市町村の地域生活支援事業）
市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

五 障害者の民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する後見、補佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び
活用を図るための研修を行う事業。

市民後見人を活用した法人後見への支援

登録 委託

養成研修

家
庭
裁
判
所

成
年
被
後
見
人
（
利
用
者
）

市町村･都道府県

研修実施団体
（市町村社協など）

市民後見人

推薦

選任 後見

市民後見人の活用
支援（研修等）

活用

家
庭
裁
判
所

成
年
被
後
見
人
（
利
用
者
）

市町村（･都道府県）

研修実施団体
（都道府県社協など）

法人後見実施団体
（市町村社協など）

選任 後見

委託

【法人後見への支援】

推薦

平成２７年度予算（障害者関係）
地域生活支援事業４６４億円の内数
※【市町村事業 補助率】国１／２以内、都道府県１／４以内で補助

（参考）
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成 年 後 見 制 度 普 及 啓 発

１．目的
成年後見制度の利用を促進することにより、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
［地域生活支援事業費補助金］

２．実施主体
市町村又は都道府県（共同実施も可能）（指定相談支援事業者等へ委託することができる）。

３．事業内容
成年後見制度の利用を促進するための普及啓発を行う。

４．事業創設年度
平成２４年度

５．平成２７年度予算
地域生活支援事業４６４億円の内数

６．事業実施状況
平成２５年年度実績 ３４市町村

（ 障 害 者 関 係 ）
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